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「
国
交
省
・
管
理
業
者

�
全
国
一
斉
立
ち
入
り
検
査
」

多
く
の
マ
ン
シ
ョ
ン
が
管
理
業

務
を
委
託
し
て
い
る
管
理
業
者
に

対
し
て
、
国
土
交
通
省
は
、
１
昨

年
11
月
か
ら
概
３
ケ
月
間
に
わ
た

り
立
ち
入
り
検
査
を
実
施
し
、
結

果
を
発
表
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。（
昨
年
３

月
末
現
在
・
登
録

業
者
数
２
３
７
５

社
）全

国
抽
出
89
社

の
検
査
を
行
っ
た

結
果
59
社
に
対
し

て
業
務
に
関
す
る

是
正
指
導
を
要
す

る
事
例
を
発
見
し

指
導
を
行
っ
た
。

全
般
的
な
傾
向
と

し
て
、
各
管
理
業

者
に
お
い
て
法
令

の
各
条
項
に
対
す

る
認
識
が
徹
底
さ

れ
て
い
な
い
事
例

が
依
然
と
し
て
多

数
確
認
さ
れ
た
こ

と
を
踏
ま
え
、
立

ち
入
り
検
査
等
に

よ
る
法
令
指
導
体

制
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
悪

質
な
「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化

法
」
違
反
に
対
し
て
は
、「
マ
ン

シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
違
反
行
為
に

対
す
る
監
督
処
分
の
基
準
」
等
に

従
い
厳
正
且
、
適
正
に
対
処
す

る
。
又
法
令
順
守
の
徹
底
を
図
る

た
め
に
、
関
係
団
体
に
対
し
て
、

研
究
活
動
等
を
通
じ
て
、
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
業
務
全
般
の
適
正
化
に

向
け
た
会
員
指
導
等
を
図
る
よ
う

に
指
導
し
ま
し
た
。

・「
埼
管
ネ
ッ
ト
の
視
点
」

三
年
継
続
し
て
の
立
会
検
査
で

あ
る
が
、
検
査
10
項
目
に
対
し
、

１
昨
年
度
、
指
導
件
数
七
項
目

と
、
指
導
を
受
け
た
業
者
数
が
三

年
間
で
最
多
で
あ
り
、
管
理
会
社

は
、
反
省
の
色
な
し
で
あ
る
。

問
い
詰
め
て
行
く
と
、
こ
れ
は

５
１
０
万
戸
を
超
す
マ
ン
シ
ョ
ン

居
住
者
の
責
任
で
あ
り
、
無
知
・

無
関
心
な
管
理
組
合
役
員
や
区
分

所
有
者
の
多
さ
を
証
明
し
て
い
る

様
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

管
理
組
合
（
理
事
会
）
と
し
て

は
、
今
の
管
理
会
社
が
単
に
管
理

委
託
契
約
書
の
業
務
を
行
う
だ
け

で
な
く
「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正

化
法
」
に
従
っ
て
、
業
務
の
説
明

や
報
告
を
行
っ
て
い
る
か
ど
う
か

も
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
疑
問
点
が
あ
れ
ば
、

「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
違
反

行
為
に
対
す
る
監
督
処
分
の
基

準
」
に
照
ら
し
て
確
認
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

そ
の
こ
と
が
ひ
い
て
は
管
理
会

社
の
法
令
順
守
と
管
理
の
質
の
向

上
に
役
立
つ
と
思
わ
れ
ま
す
。

管
理
会
社
ア
ジ
ャ
ク
ス
ラ
イ
フ
サ

ポ
ー
ト
破
産
申
請

横
浜
に
あ
る
分
譲
会
社
ア
ジ
ャ

ク
ス
の
子
会
社
で
ア
ジ
ャ
ク
ス
ラ

イ
フ
サ
ポ
ー
ト
は
、
平
成
２0
年
２

月
1７
日
で
事
業
を
停
止
し
、
破
産

手
続
き
申
請
の
準
備
に
入
っ
た
。

管
理
会
社
は
、
収
納
代
行
方
式
で

業
務
を
行
っ
て
い
な
が
ら
保
障
契

約
を
し
て
い
な
い
な
ど
、
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
適
正
化
法
違
反
の
疑
い

が
も
た
れ
て
い
る
。
関
係
者
に
よ

る
と
管
理
組
合
資
産
と
の
区
分
会

計
は
、
さ
れ
て
お
り
、
組
合
の
被

害
は
な
い
と
い
う
。

事
後
処
理
を
一
任
さ
れ
た
弁
護

士
に
よ
る
と
管
理
会
社
の
負
債
額

は
、
親
会
社
へ
の
貸
付
金
で
管
理

組
合
の
資
産
は
流
用
さ
れ
て
な
い

と
い
う
。

（
社
）
高
管
協
の
管
理
費
等
の

保
証
制
度
な
ど
の
保
障
契
約
終
結

と
一
ケ
月
以
内
の
管
理
組
合
口
座

振
替
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
管
理
業
登
録
簿
に
は
保
障

契
約
終
結
の
届
け
出
が
出
さ
れ
て

い
な
い
。

収
納
口
座
が
管
理
会
社
名
義
の

た
め
通
帳
・
印
鑑
の
保
管
は
管
理

会
社
だ
が
弁
護
士
ら
が
通
帳
を
確

認
し
た
と
こ
ろ
管
理
組
合
と
会
社

の
資
産
は
、
区
分
さ
れ
て
い
る
と

い
う
。

管
理
組
合
は
、
大
き
な
被
害
に

至
ら
な
さ
そ
う
だ
が
、
管
理
会
社

は
1７
管
理
組
合
等
嘘
偽
の
説
明
や

委
託
契
約
を
行
っ
た
可
能
性
が
高

く
、
改
め
て
法
令
順
守
が
求
め
ら

れ
そ
う
だ
。

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
扉
を
開
い
た
ま

ま
下
降

平
成
２0
年
1２
月
８
日
午
後
９
時

頃
、
京
都
市
の
マ
ン
シ
ョ
ン
「
フ

レ
ッ
ク
ス
高
野
」
で
、
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
の
扉
が
開
い
た
ま
ま
籠
が
下

降
し
利
用
者
の
女
性
が
腰
部
を
挟

ま
れ
骨
折
す
る
と
い
う
事
故
が
起

き
た
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
東
芝
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
製
で
間
接
油
圧
式
６

人
乗
り
で
、
昭
和
6３
年
５
月
に
設

置
、
２0
年
経
過
し
て
い
る
。
1２
月

1３
日
所
管
の
京
都
市
が
警
察
の
協

力
の
下
、
国
交
省
の
昇
降
機
の
専

門
家
立
会
い
で
、
立
ち
入
り
調
査

を
行
い
ま
し
た
。
原
因
を
現
在
調

査
中
で
す
が
今
回
の
事
故
機
と
同

型
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
全

数
緊
急
点
検
を
行
う
よ
う
指
示
し

ま
し
た
。

是正指導内容 管理適正化法該当条項 平成1７年 平成18年 平成19年
登録事項の変更の届出 第48条関係 8 11 4
事務所に標織を掲示 第７1条関係 5 1２ 14
契約前に重要事項説明等 第７２条関係 1２ 16 ２4
契約成立時の書面の発行 第７３条関係 14 16 ３２
帳簿の作成等 第７5条関係 14 11 ２７
財産の分別管理 第７6条関係 ２ 4 ２
管理事務の報告 第７７条関係 4 ３ 10
書類の閲覧 第７9条関係 18 ２8 ３8
証明書の携帯等 第88条関係 15 1７ 19
管理業務主任者の設置 第56条関係 ─ ─ 5

抽出された立会い検査者数 5７ 6２ 89
是正実施指導された業者数 ３5 ３5 59

その比率（％） 61％ 56％ 66％

「検査結果」（管理適正化法・各条項ごとの指摘該当数・重複該当あり）


